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水道料金の改定（値上げ）について 

 

飯田市上下水道局 

 

 

 １ 概要 

  「飯田市水道事業経営戦略（令和５年度改定）」（以下、「現戦略」といいます）は、将来にわ

たって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画であり、令和８年度には

見直しの時期を迎えます。 

これまでの実績と計画との乖離や、策定後の社会環境の変化等を踏まえ、今後の事業費や収

支の見通し、料金のあり方等について総合的な検証を行いました。 

  その結果、建設改良費の財源を確保し、水道事業を安定的に継続していくためには、黒字経

営を維持し、利益を蓄えていくことが重要ですが、人口減少による水需要の低下、物価高騰に

よる事業費の増加等により、現戦略を大幅に見直す必要があると判断しました。 

  新たに策定する「飯田市水道事業経営戦略（令和８年度改定）」（以下、「次期戦略」といいま

す）の計画期間は、令和９年度から32年度までの24年間とし、計画の見直し（料金改定の時期）

については、これまでの３年ごとから４年ごとに改めることとしました。 

なお、長期（24年間）での料金改定を見込んだ収支見通しは、改定の考え方を整理したもの

であり、今後４年度ごとの経営状況（経営戦略の見直し）に合わせて再計算することとします。 

 

 ２ 社会環境の変化と事業費等の見直し 

  (1) 建設改良費（資本的支出） 

    現戦略において471億円としていた建設改良費は、物価高騰に伴う資材や人件費等への

影響を考慮すると538.4億円となり、67.4億円増加しました。 

    このため、次期戦略では、劣化度調査等により可能な限りの施設長寿命化を図り、優先

順位を見定めながら事業費を520.3億円に平準化し、18.1億円を圧縮しました。 

 

 

 

 

 

１ 令和５年度に策定した「飯田市水道事業経営戦略（令和５年度改定）」は、令和５年

度から28年度までの24年間を見据えた投資財政計画であり、令和８年度に見直しの時

期を迎えます。 

この間、急激な物価高騰等で社会を取り巻く環境は大きく変化し、当市の水道事業に

おいても多大な影響が懸念されます。水道ビジョンの基本目標である「安全でおいしい

水道水を安定して供給していく」ため、また、将来にわたって持続可能な水道事業を運

営していくためには、経営戦略を見直し、水道料金の改定（値上げ）が必要と判断しま

した。 

２ 令和９年４月施行で水道料金を改定（値上げ）します。 

３ 令和９年度から 12 年度までの水道料金の平均改定水準は 18％とします。 

 （令和 13 年度以降も４年ごとに改定していく試算となりました。） 

４ 今後、４年ごとに経営状況（経営戦略の見直し）にあわせて、水道料金を見直します。 
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24年間の比較                        (億円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 費用（収益的支出） 

    現戦略において524.3億円だった費用は、建設改良費と同じく材料費や人件費等に係る

物価高騰の影響で621.7億円となり、97.4億円増加しました。 

    費用の増加は自助努力による削減に限界があり、次期戦略においても673.4億円（51.7億

円の増加）となり、圧縮は難しい状況です。  

 

24年間の比較                       (億円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間全体 471.0 538.4 67.4 14.2 520.3 △ 18.1 △ 3.4

Ｒ９～28 （重複期間） 397.7 469.2 71.5 18.0 441.7 △ 27.5 △ 5.9

Ｒ29～32 ― ― ― ― 78.6 78.6 皆増

増減率
③/②

Ｒ５～８ 73.3 69.2 △ 4.1 △ 5.6 ― △ 69.2 皆減

期間
（年度）

現戦略（Ｒ５改定版） Ｒ８改定版

修正前
①

時点修正
②

増減
②-①

増減率
②/①

平準化
③

増減
③-②

Ｒ29～32 ― ― ― ― 128.8 128.8 皆増

計画期間全体 524.3 621.7 97.4 18.6 673.4 51.7 8.3

Ｒ５～８ 77.3 78.6 1.3 1.7 ― △ 78.6 皆減

Ｒ９～28 （重複期間） 447.0 543.1 96.1 21.5 544.6 1.5 0.3

修正前
①

時点修正
②

増減
②-①

増減率
②/①

平準化
③

増減
③-②

増減率
③/②

期間
（年度）

現戦略（Ｒ５改定版） Ｒ８改定版
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  (3) 財源の見直し（24年間） 

   ○給水収益（改定分を除く） 現戦略 372億円→ 次期戦略 359億円（△13億円） 

   ○国庫補助金（資本的収入） 現戦略 2.3億円→ 次期戦略 53.4億円（＋51.1億円） 

 

 ３ 水道料金の平均改定水準の検討経緯 

  (1) 料金の算定方法と今後の料金収入不足額の見通し 

    料金の算定方法は従来どおり総括原価方式によるものとし、24年間で見込まれる料金収

入の不足額を算出し算定期間ごとに平均改定水準を設定します。 

    総括原価は、水をつくり配るための費用に建設改良のための積立分を加えたものです。 

    算定期間は、これまでの３年ごとから24年間を６期間に分割した４年ごとに改めました。 

 

   ア 現戦略の変化（Ｒ５～28：24年間） 

     現戦略策定時に192億円を見込んでいた料金収入不足額(B)は、物価高騰等による時点

修正を行った結果、287億円となり95億円増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 次期戦略の組立て（Ｒ９～32：24年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     物価高騰等により増加した総括原価は、水道事業の経営に影響を与える費用部分が多

く、自助努力による削減にも限界があるため、次期戦略24年間の中で圧縮を図ることは

非常に困難でした。 

そこで新たな軽減策として、次期戦略においては現戦略で計上されていた建設改良費

の積立分を削減し、料金収入不足額(B)を287億円から253億円へ 34億円の圧縮を図りま

した。 

これにより、将来の建設改良のために蓄えられる補てん財源（内部留保資金）は減少

しますが、計画されている事業は実施可能と見込んでいます。 

以上のような建設改良事業費と料金収入不足額の圧縮を図っても、なお不足が見込ま

れる約253億円については、料金改定より確保するほかにないと考えます。 
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ウ 次期戦略における料金収入額等の見通し（算定期間別） 

     24年間で不足する料金収入見込額は、算定期間ごと以下のグラフのとおりで、①料金

収入は、改定を行わなければ給水人口に比例して逓減し、②総括原価は、費用の増加に

比例して逓増となり、両者の差（料金不足分）は年々拡大していく見込みです。 

     なお、第１期算定期間（Ｒ９～12）に見込まれる料金不足額は、16.1億円を見込んで

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 今後の水道事業会計の収支見通し 

    令和６年１月の料金改定により、令和６年度は２億８千万円余の純利益を計上し、令和

７年度においても一定の純利益を計上できる見込みとなっていますが、近年の急激な物価

高騰による影響を現戦略に反映させ、①～④の順番で収支見通しを試算しました。 

 

① 現行料金表を維持し改定を行わなかった場合では、令和９年度から赤字となり、令和

13年度には補てん財源が枯渇するという見込みとなりました。 

補てん財源が枯渇すると、水道事業の継続が困難な状況となります。 

 

② 次に、現戦略のとおりに改定を実施した場合（Ｒ８以降３年ごとに９％ずつ改定）を

試算しました。令和８年度の改定により料金収入は増加しますが、令和10年度には赤字

となり、補てん財源も令和24年度末には枯渇する見込みで、事業運営が立ち行かなくな

ります。 

 

③ そこで、総括原価方式により算定期間ごとに見込まれる料金不足額を算出し、不足額

の全額を料金改定で補てんするよう試算すると、改定水準は、第１期が24.92％、第２期

が17.71％、第３期が14.38％、第４期が4.99％、第５期が11.96％、第６期が10.49％と

なりました。 

この方法であれば、安定的に純利益を確保でき、補てん財源も蓄えられ、健全で安定

的な事業運営が見込まれますが、各算定期間の改定水準に偏りがあり、特に第１期の負

担が大きくなってしまいます。 
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④ 第１期における負担増の軽減に向け、③で算出された料金不足額のすべてを料金改定

で補うのではなく、持続可能な水道事業運営に必要なだけの補てん財源を維持しながら、

計画された建設改良事業を遂行できる範囲での改定方法を検討しました。 

持続可能な水道事業運営に必要な前提条件を「各算定期間における純利益の合計が赤

字にならないこと」「補てん財源の残高が各年度に支払う企業債元利償還金の総額を下

回らないこと」「令和６年度末の補てん財源残高を維持できること」の３点とし、この条

件下で第１期の平均改定水準を24.92％より低くすることを試みました。 

その結果、第１期を18％、第２期以降を16％～９％の範囲で緩やかに平準化していく

改定方法が、前提条件を満たす中でより良い方法との結論に至りました。 

この改定方法では、不足が見込まれる約253億円のうち、226億円程度しか料金収入を

確保できないため、残りの27億円は、将来蓄えられていたはずの補てん財源を24年間の

計画期間内に使用していく形で補われます。 

なお、次期戦略の総括原価には将来の建設改良に備えた積立分が含まれていないため、

必要な財源は、毎年着実に純利益を計上していくことで確保していくことになりますが、

収支状況はグラフのような損益分岐点付近を推移する見込みとなっており、更なる改定

率の軽減は厳しい状況です。 
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 ４ 諮問の内容 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今後の料金改定の考え方 

   収支見通しは現時点での見込みであり、計画された建設改良事業を遂行し、かつ水道事業

を継続していくシミュレーションの１つとして、第１期が18％、２期が16％、３期が14％、

４期が13％、５～６期が９％の改定水準になるという考え方を整理したものです。 

今後、４年ごとに経営状況（経営戦略の見直し）にあわせて再計算をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

○令和９年４月施行で水道料金を改定（値上げ）します。 

 ※一定の周知期間を確保するためです。 

○令和９年度から12年度までの水道料金の平均改定水準は18％とします。 

 （令和13年度以降は４年ごとに改定していく試算となりました。） 
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